
和歌山県

高齢者施設における防災・減災対策について
－水害・土砂災害・津波災害への備え－



②災害毎の規定

避難確保計画の作成

要配慮者利用施設については、避難確保計画の作成が義務づけられています。

避難計画を作成・変更した場合、遅滞なく市町村長あて報告することとなっています。

①施設毎の規定

対象とする
災害

法令等 対象となる施設
計画作成に
関する記載

洪水
水防法

第15条の3
浸水想定区域内かつ市町村

地域防災計画に定められたもの
計画を作成

しなければならない

土砂災害
土砂災害防止法

第8条の2
土砂災害警戒区域内かつ市町村
地域防災計画に定められたもの

計画を作成
しなければならない

津波災害
津波防災地域づくり

に関する法律
第71条

津波災害警戒区域内かつ市町村
地域防災計画に定められたもの

計画を作成
しなければならない

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成に関する規定は、①施設毎の規定と、②災害毎の規定が
あります。



避難確保計画の作成の必要性

■要配慮者（高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者）は、
一般的な住民に比較して、避難等に多くの時間を要する可能性があります。
近年の風水害の被災事例でも、社会福祉施設の逃げ遅れによる被害が報告されてい
ます。

■「水害時の適切な避難判断」には「平常時にどこまでイメージできているか」が
大切な備えとなります。

■水害時に起こりうる状況をイメージするためには、今回の水防法改正による要配慮
者利用施設の所有者等の作成の義務化をきっかけとして、
自施設や周辺のリスクについて理解を深めることが第一歩となります。

■その上で「どこに」「いつ」「どうやって」避難するかを検討し、避難確保計画と
して整理しておくことが、逃げ遅れによる被害の回避の助けとなります。



避難訓練の実施

避難体制のより一層の強化のために、関係者が連携して取り組むことが重要です！

■避難確保計画に基づいて避難訓練を実施します。職員のほか、可能な範囲で利用者
の方々にも協力してもらうなど、多くの方々が避難訓練に参加することで、より実
効性が高まります。

■避難訓練は原則として年一回以上実施し、訓練実施後は概ね１ヶ月を目安に、訓練
結果を市町村に報告する必要があります。

■ハザードマップを活用するなどして、水害や土砂災害に対して安全な場所へ速やか
に避難するなど、浸水想定区域や土砂災害警戒区域などの地域の災害リスクの実情
に応じた避難訓練を実施することが重要です。



２．土砂災害リスクに関するもの

(1)土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域

土砂災害が発生した場合に、人命や建物に大きな被害が生じるおそれがある区域

(2)土砂災害ハザードマップ

市町村が土砂災害警戒区域等や避難場所や避難経路を記載したもの

施設の災害リスクの確認

１．水害リスクに関するもの

(1)洪水浸水想定区域図

河川の氾濫により浸水が想定される区域および水深を示した図

(2)洪水ハザードマップ

河川ごとの洪水浸水想定区域図をもとに、市町村が避難場所や避難経路を記載したもの

３．津波災害リスクに関するもの

(1)津波災害警戒区域

津波災害が発生した場合に備え、警戒避難体制を特に整備すべき区域を示したもの

(2)津波浸水想定図

津波が悪条件下において発生した場合に想定される浸水の区域（浸水域）と水深（浸水深）を表したもので、
和歌山県では南海トラフの巨大地震と東海・東南海・南海３連動地震の２つの浸水想定を公表

(3)津波災害ハザードマップ

市町が津波浸水想定区域や避難場所、避難経路を記載したもの

施設の立地場所には、どのような危険があるか確認



水害リスクの確認
『洪水浸水想定区域図』を確認する方法

紀の川

橋本川

和田川

亀の川

日方川
加茂川

貴志川

有田川

山田川

広川

日高川

印南川

切目川

南部川

左会津川

富田川

日置川

周参見川 古座川

太田川

那智川

熊野川

洪水浸水想定区域図とは
洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、対象とする河川が大雨によって

氾濫した場合に、その氾濫水により浸水が想定される区域および水深を示した図

市町村名 対象河川
和歌山市 紀の川、和田川、亀の川
海南市 亀の川、日方川、加茂川、貴志川
橋本市 紀の川、橋本川
有田市 有田川
御坊市 日高川
田辺市 熊野川、左会津川
新宮市 熊野川、市田川
紀の川市 紀の川、貴志川
岩出市 紀の川
紀美野町 貴志川
かつらぎ町 紀の川
九度山町 紀の川
高野町 －
湯浅町 有田川、山田川、広川
広川町 広川
有田川町 有田川
美浜町 日高川
日高町 日高川
由良町 －
印南町 印南川、切目川
みなべ町 南部川
日高川町 日高川
白浜町 富田川、日置川
上富田町 富田川
すさみ町 周参見川
那智勝浦町 太田川、那智川
太地町 －
古座川町 古座川
北山村 －
串本町 古座川

熊野川（下流）

国土交通省管理

和歌山県管理

市田川

貴志川



水害リスクの確認
『洪水浸水想定区域図』を確認する方法

和歌山県河川課ホームページ
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080400/index.html

対象河川をクリック



水害リスクの確認
「洪水ハザードマップ」を確認する方法

洪水ハザードマップとは 洪水ハザードマップは、国と県が管理河川ごとに作成した洪水浸水想定区域図をもとに、
市町村地域防災計画において定められた必要事項等を記載したものです。

避難場所の情報

浸水深の表示

避難場所の表示



住民の避難訓練状況
（沖縄県浦添市）

土砂災害ハザードマップの作成・
配布（茨城県鉾田市）

●情報伝達・警戒避難体制の整備【市町村等】
市町村地域防災計画において、土砂災害警戒区域ごとに、土砂
災害に関する情報収集・伝達等その他警戒避難体制に関する事
項について定める。

●ハザードマップの配布【市町村等】
警戒避難を確保する上で必要な事項を住民に周知させるため、
避難地や情報伝達手段等を記載したハザードマップなどの配布
等必要な措置を講じる。

建築物の移転等の勧告

○ ×

●特定開発行為に対する許可制【都道府県】
住宅宅地分譲や社会福祉施設、学校、医療施設の建築のため
の行為は、基準に従ったものに 限って許可される。

●建築物の構造規制【都道府県または市町村】
居室を有する建築物は、安全性を確保できる構造となってい
るかどうか、建築確認がされる。

●建築物の移転等の勧告【都道府県】
住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれが大きい
と認めるときは、建築物の所有者等に対し、移転等の勧告の
制度がある。

建築物の構造規制特定開発行為に対する許可制

土砂災害特別警戒区域

○土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危
害が生じるおそれがある区域を指定

○土砂災害が発生した場合に、建築物に損壊が生じ、住民等の
生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある区域を指定

土砂災害警戒区域

●土砂災害が起きそうな場所を

と に分けて

みなさんにお知らせしています！

急傾斜地の崩壊 土石流 地すべり

土砂災害リスクの確認
土砂災害の恐れのある場所について【土砂災害警戒区域等の指定】

＜国交省より引用一部加工＞



土砂災害リスクの確認
土砂災害の恐れのある場所について【土砂災害警戒区域等の指定】

令和3年8月末時点

うち特別
警戒区域

うち特別
警戒区域

うち特別
警戒区域

うち特別
警戒区域

和歌山市 607 (584) 310 (251) 9 (0) 926 (835)

海南市 707 (700) 322 (266) 53 (0) 1082 (966)

橋本市 780 (750) 157 (147) 34 (0) 971 (897)

有田市 128 (125) 72 (67) 11 (0) 211 (192)

御坊市 90 (86) 51 (40) 2 (0) 143 (126)

田辺市 2648 (2619) 764 (653) 90 (0) 3502 (3272)

新宮市 353 (351) 189 (145) 7 (0) 549 (496)

紀の川市 848 (828) 369 (333) 58 (0) 1275 (1161)

岩出市 44 (44) 40 (30) 0 (0) 84 (74)

紀美野町 933 (917) 257 (224) 66 (0) 1256 (1141)

かつらぎ町 727 (713) 200 (184) 51 (0) 978 (897)

九度山町 268 (260) 48 (46) 11 (0) 327 (306)

高野町 419 (413) 184 (168) 9 (0) 612 (581)

湯浅町 151 (146) 39 (35) 2 (0) 192 (181)

広川町 226 (220) 90 (83) 1 (0) 317 (303)

有田川町 1142 (1129) 385 (349) 68 (0) 1595 (1478)

美浜町 69 (68) 26 (17) 2 (0) 97 (85)

日高町 218 (212) 214 (186) 2 (0) 434 (398)

由良町 158 (154) 93 (78) 16 (0) 267 (232)

印南町 551 (536) 211 (186) 13 (0) 775 (722)

みなべ町 569 (549) 125 (119) 16 (0) 710 (668)

日高川町 730 (721) 284 (252) 18 (0) 1032 (973)

白浜町 804 (794) 209 (165) 4 (0) 1017 (959)

上富田町 447 (443) 119 (99) 4 (0) 570 (542)

すさみ町 491 (491) 172 (145) 1 (0) 664 (636)

那智勝浦町 552 (548) 215 (177) 11 (0) 778 (725)

太地町 101 (100) 37 (33) 1 (0) 139 (133)

古座川町 403 (402) 123 (111) 4 (0) 530 (513)

北山村 19 (19) 16 (12) 0 (0) 35 (31)

串本町 624 (621) 184 (153) 3 (0) 811 (774)

合計 15807 (15543) 5505 (4754) 567 (0) 21879 (20297)

警戒区域 警戒区域
土石流 地すべり 合計

市町村名

指定区域数
急傾斜地の崩壊

警戒区域 警戒区域

県内全体の指定箇所数（R3.8末時点）
土砂災害警戒区域

２１，８７９箇所
（うち土砂災害特別警戒区域

２０，２９７箇所）



土砂災害リスクの確認
「土砂災害警戒区域等」を確認する方法【わかやま土砂災害マップ】

和歌山県砂防課ホームページ
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080600/top.html

わかやま土砂災害マップ（検索画面）



土砂災害の危険性
がある区域

土砂災害のおそれのある場所を知る（ハザードマップ）

土砂災害リスクの確認

土砂災害ハザードマップとは 地域ごとに土砂災害が起きそうな危険な区域や避難場所が確認できます。

＜国交省より引用一部加工＞
岩出市ハザードマップ http://www.city.iwade.lg.jp/soumu/bousai/bousai-manual.html



「津波災害警戒区域」を確認する方法

津波災害リスクの確認

和歌山県港湾漁港整備課津波堤防整備室ホームページ
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/082500/tsunami_keikai.html



「津波災害警戒区域」を確認する方法

津波災害リスクの確認

海南市

有田市

湯浅町

広川町

由良町

日高町

美浜町

御坊市

印南町

みなべ町

田辺市

白浜町

すさみ町

串本町

那智勝浦町

新宮市

日高川町

古座川町

太地町

指定市町村

海南市

有田市

湯浅町

広川町

由良町

日高町

日高川町

美浜町

御坊市

印南町

みなべ町

田辺市

白浜町

すさみ町

串本町

古座川町

那智勝浦町

太地町

新宮市



各区域を確認する方法

災害リスクの確認

洪水（洪水浸水想定区域）

土砂災害（土砂災害警戒区域）

津波災害（津波災害警戒区域）

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080400/soutei/soutei.html

http://sabomap.pref.wakayama.jp

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/082500/tsunami_keikai.html

各区域については、和歌山県ホームページで確認できます。

http://sabomap.pref.wakayama.jp/


http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html#tebiki

避難確保計画作成の手引きについては、国土交通省ホームページで確認できます。

既存の計画（消防計画等）に必要な項目（洪水時等の避難確保計画等の項目）を追加することでも対応可能です。

避難確保計画の作成

国土交通省ホームページより



携帯電話等を用いた情報収集

各種情報の収集

１ 防災わかやまメール配信サービス

和歌山県では「防災わかやまメール配信サービス」にて、様々な防災情報を
配信
気象庁が発表する警報・注意報に加え、市町村の避難指示等の発令や避難所

の開閉設情報、地震・津波情報、ダムの放流や河川の水位情報など幅広く提供
（配信は、和歌山県で情報を取得した直後にリアルタイムに送信）

２ スマートフォン用アプリ「和歌山県防災ナビ」

大規模災害時に的確な避難を促進するため、防災ポータルアプリを提供

①避難先検索（避難先の安全レベルを三段階の☆で表示）

②防災情報が自動的に送られてくるプッシュ通知

③家族等が避難した場所の確認

④避難トレーニング

⑤河川水位や土砂災害危険度情報等をリアルタイムで表示

ダウンロード及び
利用料無料
（通信料別途）

下記アドレスに空メールを送ると、登録用のＵＲＬの送付があります。
必要な情報を登録して配信を受けてください。
空メールのアドレス：regist@bousai.pref.wakayama.lg.jp

mailto:regist@bousai.pref.wakayama.lg.jp


携帯電話等を用いた情報収集

各種情報の収集

任意の箇所を最大８箇所まで登録

１

２

３

４

５

６

７

８「防災わかやまメール
配信サービス」から選
択画面に移動

ご自宅など周辺の土砂災害警戒区域等を確認するとともに、配信されるメール
を避難行動に活用してください。

「防災わかやまメール配信サービス」にて、令和3年6月から、事前に登録された方に土砂

災害の危険度をメールでお知らせしています。

土砂災害の危険度のメール配信を開始



「防災わかやま」からの災害関連情報の収集

各種情報の収集

・防災わかやま

「防災わかやま」では、各市町村や防災関係機関の報告を速報として提供する「災害
情報」、ハザードマップや災害情報を地図上で表示する「防災ＧＩＳ」にて詳細な情報
を提供

市町村ごとに表示するため、避難や被害の
状況などを詳細に知ることが可能
また、確定情報として、マスコミ等へ提供

する「報道資料提供」があり、情報収集現在
の時刻で集計した情報を公表

県ホームページトップ
画面より「防災わかやま」
に展開します。

「わかやま防災・緊急情報」として、報道発表資料
を掲載します。被害状況や災害対策の状況、支援状況
など時点の情報をまとめて発表

＜報道資料提供＞



「防災わかやま」からの災害関連情報の収集

各種情報の収集

○土砂情報や河川雨量情報の確認も可能



各種情報の収集

あんぜん情報２４時

21

テレビからの災害関連情報の収集

○テレビ和歌山にてリモコンのｄボタンを押し、『あんぜん情報２４時』を選択。
○天気予報や今後の雨の状況、川の水位など様々な情報をほぼリアルタイムで見ることが
可能



災害種別毎の問い合わせ先
県土整備部 河川・下水道局
河川課（洪水） ０７３－４４１－３０７４
砂防課（土砂災害） ０７３－４４１－３１７２

県土整備部 港湾空港局
港湾漁港整備課
津波堤防整備室（津波災害） ０７３－４４１－３１６５

最後に
和歌山県庁における各種問い合わせ先

防災の取り組みに関する問い合わせ先
総務部 危機管理局
防災企画課 ０７３－４４１－２２７１


